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(57)【要約】
【課題】医用画像の計測対象部位のサイズを直感的に把
握することが可能な医用画像診断装置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置１は、被検体内の形態を反
映するエコー信号を検出し、このエコー信号に基づいて
医用画像の画像データを生成する装置であり、胎児の発
育状態の計測に用いられる。超音波診断装置１は、この
医用画像の画像データに基づく医用画像Ｇを表示する表
示部８１と、この医用画像（関心領域）Ｇのサイズを計
測する計測処理部６１と、この医用画像Ｇに対応する体
内部位のサイズ（ＢＰＤ等）の標準値（平均値や許容範
囲）を含む標準値情報７２をあらかじめ記憶した記憶部
７とを備えている。超音波診断装置１は、この標準値情
報７２に含まれる平均値や許容範囲（最小値、最大値）
に対応する表示画面８１Ａにおけるサイズを示す標準サ
イズ画像αＳＴを医用画像Ｇとともに表示部８１に表示
させる。
【選択図】図１



(2) JP 2008-99931 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内の形態を反映するデータを検出し、該検出されたデータに基づいて医用画像の
画像データを生成する画像データ生成手段と、
　該生成された画像データに基づく医用画像を表示する表示手段と、
　該表示された医用画像における関心領域のサイズを計測する計測手段と、
　前記関心領域に対応する体内部位のサイズの標準値をあらかじめ記憶した記憶手段と、
　該記憶された標準値に対応する前記表示手段の表示画面におけるサイズを示す標準サイ
ズ画像を、前記医用画像とともに前記表示手段に表示させる制御手段と、
　を備えることを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項２】
　前記記憶手段に記憶された前記標準値は、複数の臨床データに基づいて算出された前記
体内部位のサイズの平均値を含み、
　前記標準サイズ画像は、該平均値に対応する前記表示画面におけるサイズを示す平均サ
イズ画像を含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項３】
　前記記憶手段に記憶された前記標準値は、複数の臨床データに基づいて算出された前記
体内部位のサイズの許容範囲を含み、
　前記標準サイズ画像は、該許容範囲に対応する前記表示画面における範囲を示す許容範
囲画像を含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項４】
　前記記憶手段は、被検体の患者情報をあらかじめ記憶し、
　前記関心領域に対応する体内部位は、経時的にサイズが変化する体内部位であり、
　前記記憶手段に記憶された前記標準値は、前記体内部位の標準的なサイズの経時的変化
を示す経時的変化情報を含み、
　前記制御手段は、前記記憶された当該被検体の患者情報に対応する前記体内部位の標準
的なサイズを前記経時的変化情報に基づいて取得し、該取得された前記標準的なサイズを
示す前記標準サイズ画像を表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項５】
　操作手段を備え、
　前記制御手段は、前記操作手段に対する操作に基づいて、前記計測手段による前記関心
領域のサイズの計測位置を示す計測位置画像を、前記医用画像及び前記標準サイズ画像と
ともに前記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記操作手段に対する操作に基づいて前記計測位置画像の表示位置が
移動されたときに、前記標準サイズ画像の表示位置を前記計測位置画像の表示位置に追従
させる、
　ことを特徴とする請求項５に記載の医用画像診断装置。
【請求項７】
　前記計測手段により計測される関心領域のサイズは、当該関心領域における距離、面積
及び体積のうちの少なくとも１つを含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項８】
　前記被検体は母体であり、
　前記記憶手段は、前記母体内の胎児の週数をあらかじめ記憶し、
　前記画像データ生成手段は、前記母体内の胎児の医用画像の画像データを生成し、
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　前記記憶手段に記憶された前記標準値は、胎児の所定部位の標準的なサイズの経時的変
化を示す経時的変化情報を含み、
　前記制御手段は、前記記憶された週数に対応する前記標準的なサイズを前記経時的変化
情報に基づいて取得し、該取得された前記標準的なサイズを示す前記標準サイズ画像を表
示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項９】
　医用画像を表示する表示手段と、
　該表示された医用画像における関心領域のサイズを計測する計測手段と、
　前記関心領域に対応する体内部位のサイズの標準値をあらかじめ記憶した記憶手段と、
　該記憶された標準値に対応する前記表示手段の表示画面におけるサイズを示す標準サイ
ズ画像を、前記医用画像とともに前記表示手段に表示させる制御手段と、
　を備えることを特徴とする医用画像表示装置。
【請求項１０】
　医用画像を表示する表示手段と、前記医用画像における関心領域に対応する体内部位の
サイズの標準値をあらかじめ記憶した記憶手段とを備えるコンピュータを、
　前記表示手段に表示された医用画像における関心領域のサイズを計測する計測手段とし
て機能させるとともに、
　前記記憶手段に記憶された標準値に対応する前記表示手段の表示画面におけるサイズを
示す標準サイズ画像を、前記医用画像とともに前記表示手段に表示させる制御手段として
機能させる、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、医用画像診断装置、医用画像表示装置及びプログラムに関し、特に、被検
体内の部位のサイズを計測する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像に基づいて被検体内の部位のサイズを計測する技術が従来から広く利用されて
いる。その計測対象部位としては、胎児、腫瘍、心臓などがある（たとえば特許文献１、
２、３参照）。また、その計測内容（サイズ）としては、距離（長さ）、所定領域の面積
・体積などがある（たとえば特許文献４参照）。
【０００３】
　医用画像に基づく体内部位の計測は、胎児の発育状態や腫瘍の成長状態など、体内部位
のサイズの経時的な変化（トレンド）を観察するために用いられている。
【０００４】
　たとえば胎児の発育状態の観察においては、通常、非侵襲性を有する超音波診断装置を
用いて胎児の画像を取得し、その表示画像における特定部位（たとえば児頭大横径；ＢＰ
Ｄ（ｂｉｐａｒｉｅｔａｌ　ｄｉａｍｅｔｅｒ））を計測する。検者は、この計測値と標
準値とを比較することにより、その胎児の発育状態を把握していた。
【０００５】
　なお、胎児の発育状態の基準となる標準値は、多数の臨床データから統計的に求められ
、一般に、胎児の画像が表示される画面上に数値（平均値、標準偏差、許容範囲等）とし
て表示されるようになっている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２３１０３５号公報
【特許文献２】特開２００５－１１８５１０号公報
【特許文献３】特開２００６－２２３５５８号公報
【特許文献４】特開２００６－１８７４８４号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来のように標準値を数値で表示させる場合、計測対象部位のサイズを
直感的に把握することが困難になるという問題が生じる。
【０００８】
　すなわち、標準値が数値で表示される場合、検者は、標準値に対する計測値の大小や、
標準値からの差の程度などを、表示された計測値の数値と標準値の数値とを比較して判断
しなければならなかった。そのため、計測対象部位のサイズを直感的に把握することがで
きず、計測作業の効率を妨げるなどの問題が生じていた。
【０００９】
　この発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、医用画像に基づく
計測において、計測対象部位のサイズを直感的に把握することが可能な医用画像診断装置
、医用画像表示装置及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、被検体内の形態を反映するデー
タを検出し、該検出されたデータに基づいて医用画像の画像データを生成する画像データ
生成手段と、該生成された画像データに基づく医用画像を表示する表示手段と、該表示さ
れた医用画像における関心領域のサイズを計測する計測手段と、前記関心領域に対応する
体内部位のサイズの標準値をあらかじめ記憶した記憶手段と、該記憶された標準値に対応
する前記表示手段の表示画面におけるサイズを示す標準サイズ画像を、前記医用画像とと
もに前記表示手段に表示させる制御手段と、を備えることを特徴とする医用画像診断装置
である。
【００１１】
　また、請求項９に記載の発明は、医用画像を表示する表示手段と、該表示された医用画
像における関心領域のサイズを計測する計測手段と、前記関心領域に対応する体内部位の
サイズの標準値をあらかじめ記憶した記憶手段と、該記憶された標準値に対応する前記表
示手段の表示画面におけるサイズを示す標準サイズ画像を、前記医用画像とともに前記表
示手段に表示させる制御手段と、を備えることを特徴とする医用画像表示装置である。
【００１２】
　また、請求項１０に記載の発明は、医用画像を表示する表示手段と、前記医用画像にお
ける関心領域に対応する体内部位のサイズの標準値をあらかじめ記憶した記憶手段とを備
えるコンピュータを、前記表示手段に表示された医用画像における関心領域のサイズを計
測する計測手段として機能させるとともに、前記記憶手段に記憶された標準値に対応する
前記表示手段の表示画面におけるサイズを示す標準サイズ画像を、前記医用画像とともに
前記表示手段に表示させる制御手段として機能させる、ことを特徴とするプログラムであ
る。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、表示手段に表示された医用画像における関心領域のサイズを計測す
るとともに、関心領域に対応する体内部位のサイズの標準値に対応する表示手段の表示画
面におけるサイズを示す標準サイズ画像を医用画像とともに表示手段に表示することがで
きるので、検者は、医用画像とともに表示される標準サイズ画像を参照することにより、
関心領域に対応する体内部位、すなわち計測対象部位のサイズと標準的なサイズとを目視
で比較することができる。したがって、検者は、計測対象部位のサイズを直感的に把握す
ることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　この発明に係る医用画像診断装置、医用画像表示装置及びプログラムの好適な実施の形
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態の一例について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１５】
　図１は、この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の全体構成の一例を表し
ている。超音波診断装置は、一般に、被検体内の形態を反映するデータ（エコー信号）を
検出し、この検出データに基づいて医用画像の画像データを形成して表示する装置である
。この実施形態では、被検体内の形態として、母体内の胎児の形態を表す画像を取得する
場合について説明する。
【００１６】
　この実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波プローブ２、送受信部３、信号処理部
４、画像処理部５、演算処理部６、記憶部７、ユーザインターフェイス８及び制御部９を
含んで構成される。以下、超音波診断装置１を構成する各部の一具体例を説明する。
【００１７】
［記憶部］
　まず、記憶部７について説明する。記憶部７は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やハードディスクドラ
イブなどの任意の記憶装置によって構成される。
【００１８】
　記憶部７には、この発明に特徴的な動作を超音波診断装置１に実行させるためのプログ
ラム７１があらかじめ記憶されている。プログラム７１は、この発明の「プログラム」の
一例に相当するものである。
【００１９】
　また、記憶部７には、標準値情報７２があらかじめ記憶されている。標準値情報７２は
、体内部位のサイズの標準値を表す情報である。この実施形態における標準値情報７２は
、母体内の胎児の標準的なサイズを示す情報である。標準値情報７２は、複数の臨床デー
タに基づいてあらかじめ算出することができる。
【００２０】
　このサイズとしては、たとえば、ＢＰＤ（児頭大横径）、ＡＣ（ａｂｄｏｍｉｎａｌ　
ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｃｅ；体幹周囲長）、ＡＰＴＤ（ａｎｔｅｒｏ－ｐｏｓｔｅｒｏ
　ｔｒｕｎｋ　ｄｉａｍｅｔｅｒ；体幹前後径）、ＣＣ（ｃｈｅｓｔ　ｃｉｒｃｕｍｆｅ
ｒｅｎｃｅ；胸囲長）、ＣＲＬ（ｃｒｏｗｎｒｕｍｐ　ｌｅｎｇｔｈ；頭殿長）、ＴＴＤ
（ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　ｔｒｕｎｋ　ｄｉａｍｅｔｅｒ；体幹横径）、ＥＦＷ（ｅｓｔ
ｉｍａｔｅｄ　ｆｅｔａｌ　ｗｅｉｇｈｔ；推定児体重）などがある。また、これらの他
にも、胎児の所定部位（頭部や胸部や腹部等）の体積や、所定の断面位置における断面積
などの任意のサイズに関する標準値情報７２を使用することができる。
【００２１】
　また、標準値情報７２は、胎児の標準的なサイズの経時的変化を示す情報（経時的変化
情報）を含んでいる。この経時的変化情報は、たとえば、胎児の週数に応じたＢＰＤの変
化を示す情報（すなわち、各週数毎のＢＰＤの標準的な値を記載したリスト情報や、週数
を横軸に取り、ＢＰＤの標準的な値を縦軸に取ったグラフ情報等）などにより構成されて
いる。
【００２２】
　なお、経時的変化情報における時間の単位は、「週」に限定されるものではなく、任意
の時間間隔であってよい。この時間の単位は、一般に、観察対象となる体内部位のサイズ
の変化の速さに応じて決定される。たとえば心臓を観察する場合には、心臓の運動の様々
なフェーズ（心電図等により求めることができる）を把握できるように短時間に設定され
る。
【００２３】
　また、標準値情報７２には、ＢＰＤ等の複数の臨床データに基づく平均値や許容範囲な
どの情報が含まれている。平均値は、複数の臨床データの平均を算出することにより求め
ることができる。また、許容範囲は、複数の臨床データから統計的に得られる平均値と標
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準偏差とに基づく所定の信頼区間（９５％信頼区間や９９％信頼区間等）として求めるこ
とができる。なお、経時的変化情報については、胎児の各週数について、平均値や許容範
囲を求めることになる。
【００２４】
　このような標準値情報７２をあらかじめ記憶する記憶部７は、この発明の「記憶手段」
の一例に相当するものである。
【００２５】
　また、記憶部７には、超音波画像の画像データや、この画像データに付帯される付帯情
報（ＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）付帯情報）などの各種のデータが適宜に記憶される。
【００２６】
［ユーザインターフェイス］
　ユーザインターフェイス８には、表示部８１と操作部８２が設けられている。表示部８
１は、この発明の「表示手段」の一例として機能するものであり、たとえばＬＣＤ（Ｌｉ
ｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）やＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕ
ｂｅ）ディスプレイ等の任意の表示デバイスによって構成される。表示部８１には、超音
波診断装置１により取得された超音波画像（医用画像）等の画像や、その画像のＤＩＣＯ
Ｍ付帯情報等の情報などが表示される。
【００２７】
　操作部８２は、マウス、トラックボール、ジョイスティック、コントロールパネル、キ
ーボード等の任意の操作デバイスや入力デバイスによって構成される。
【００２８】
　操作部８２は、この発明の「操作手段」の一例として機能するものであり、表示部８１
に表示された超音波画像（医用画像）における計測位置を指定するために用いられる。計
測位置とは、超音波画像中の関心領域（ＲＯＩ；ｒｅｇｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ
）においてサイズの計測を行う位置を意味する。なお、操作部８２による計測位置の具体
的な指定方法については後述する。
【００２９】
　この実施形態では、表示手段と操作手段とをそれぞれ別々に構成しているが、たとえば
タッチパネル方式のＬＣＤやペンタブレットのように、表示手段と操作手段とを一体的に
構成することも可能である。
【００３０】
［制御部］
　制御部９は、ＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）等のマイク
ロプロセッサを含んで構成され、プログラム７１に基づいて超音波診断装置１の各部を制
御する。特に、制御部９は、表示部８１に画像や画面を表示させる処理を行う。また、制
御部９は、操作部８２からの操作信号に応じて超音波診断装置１を動作させる。制御部９
の具体的な処理内容については後述する。制御部９は、この発明の「制御手段」の一例と
して機能するものである。
【００３１】
［超音波プローブ］
　超音波プローブ２は、１次元的に配列された複数の超音波振動子を有している（図示は
省略する。）。この複数の超音波振動子は、後述の送受信部３によって個別に駆動されて
超音波を発信し、その反射波を受信する。
【００３２】
　図２は、この超音波プローブ２による超音波スキャンの態様を表している。超音波プロ
ーブ２は、超音波振動子の配列面から出力させる超音波ビームを走査方向（超音波振動子
の配列方向）にスキャンすることにより、放射状（扇形形状）のスキャン面Ｐを形成する
。
【００３３】
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　超音波プローブ２は、この走査方向に直交する方向にスキャン面Ｐを移動させる機構を
備えていてもよい。このような機構を備えることにより、超音波ビームを２次元的に走査
することが可能になる。このような超音波スキャンにより、走査方向に直交する方向に配
列された複数のスキャン面におけるスタックデータを取得することができる。なお、この
ような機構を備えていない場合には、検者が手作業でスキャン面Ｐの位置を移動させてス
タックデータを取得することができる。
【００３４】
　超音波プローブ２は、２次元的に（たとえばマトリックス状（格子状）に複数の超音波
振動子が配列された２次元アレイ超音波プローブであってもよい。
【００３５】
［送受信部］
　送受信部３は、超音波プローブ２に電気信号を供給して超音波を発生させる送信部と、
この超音波の反射波を受信した超音波プローブ２から出力されるエコー信号を受信する受
信部とを有する（図示は省略する。）。
【００３６】
　送受信部３内の送信部は、図示しないクロック発生回路、送信遅延回路、及びパルサ回
路などを含んで構成される。クロック発生回路は、超音波の送信タイミングや送信周波数
を決めるクロック信号を発生する回路である。送信遅延回路は、超音波の送信時に遅延を
掛けて送信フォーカスを実施する回路である。パルサ回路は、各超音波振動子に対応した
個別経路（チャンネル）に相当する個数のパルサを内蔵し、遅延が掛けられる送信タイミ
ングで駆動パルスを発生して、超音波プローブ２の各超音波振動子に供給するように動作
する。
【００３７】
　また、送受信部３内の受信部は、図示しないプリアンプ回路、Ａ／Ｄ変換回路、及び受
信遅延・加算回路を含んで構成される。プリアンプ回路は、超音波プローブ２の各超音波
振動子から出力されるエコー信号を受信チャンネルごとに増幅する。Ａ／Ｄ変換回路は、
増幅されたエコー信号をＡ（アナログ）／Ｄ（デジタル）変換する。受信遅延・加算回路
は、Ａ／Ｄ変換後のエコー信号に対して受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与え
、加算する。この加算処理により、受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される
。なお、加算処理された信号を「ＲＦデータ（若しくは生データ）」などと称することが
ある。送受信部３は、取得されたＲＦデータを信号処理部４に入力する。
【００３８】
［信号処理部］
　信号処理部４は、送受信部３から入力されたＲＦデータに基づいて、エコー信号の振幅
情報を映像化するための信号処理を行う。信号処理部４により生成されたデータは、制御
部９に送られてユーザインターフェイス８の表示部８１にて表示されるか、若しくは、画
像処理部５に入力される。この信号処理部４は、主として、Ｂモード処理部４１、ドプラ
処理部４２及びＣＦＭ処理部４３を含んで構成される。
【００３９】
〔Ｂモード処理部〕
　Ｂ（Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ）モード処理部４１は、ＲＦデータに基づいてＢモード超音
波ラスタデータを生成する。より具体的に説明すると、Ｂモード処理部４１は、ＲＦデー
タに対してバンドパスフィルタ処理を行うとともに、その出力信号の包絡線を検出し、こ
の検出されたデータに対して対数変換による圧縮処理を施す。これにより、信号強度が輝
度の明るさで表現されたスキャン面Ｐにおける断層画像（Ｂモード画像）の画像データが
生成される。
【００４０】
〔ドプラ処理部〕
　ドプラ（Ｄｏｐｐｌｅｒ）処理部４２は、たとえばパルスドプラ法（ＰＷドプラ法）や
連続波ドプラ法（ＣＷドプラ法）により生体組織における血流情報を生成する。
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【００４１】
　パルスドプラ法では、パルス波を用いることにより、或る特定の深度（超音波プローブ
２からの距離）における血流によるドプラ効果に起因する超音波の周波数の変位（ドプラ
変位周波数成分）を検出することができる。このように、パルスドプラ法は、良好な距離
分解能を有するため、特定部位の組織や血流の深度計測などに好適に用いられる。このパ
ルスドプラ法を適用する場合、ドプラ処理部４２は、送受信部３から入力されるＲＦデー
タについて、所定の大きさを有する血流観測領域における信号を位相検波することにより
ドプラ変位周波数成分を抽出し、更にＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆ
ｏｒｍ）処理を施して、血流観察領域内における血流速度を表すドプラ周波数分布を示す
データを生成する。
【００４２】
　また、連続波ドプラ法においては、パルスドプラ法と異なり連続波を用いることにより
、超音波の送受信方向（図２に示す扇形形状のスキャン面Ｐにおける径方向）の全ての部
位におけるドプラ変位周波数成分が重畳された信号、すなわち超音波の経路上の血流状態
を全て反映した信号が得られることになるが、計測速度が優れているというメリットがあ
る。この連続波ドプラ法を適用する場合、ドプラ処理部４２は、送受信部３から入力され
るＲＦデータについて、血流観測のサンプルライン上にて受信した信号を位相検波するこ
とによりドプラ変位周波数成分を抽出し、更にＦＦＴ処理を施してサンプルライン上にお
ける血流速度を表すドプラ周波数分布を示すデータを生成する。
【００４３】
〔ＣＦＭ処理部〕
　ＣＦＭ（Ｃｏｌｏｒ　Ｆｌｏｗ　Ｍａｐｐｉｎｇ）処理部４３は、生体組織の血流情報
をモノクロのＢモード画像上にカラーで重ねてリアルタイム表示させるカラーフローマッ
ピング法を実施するときに動作する。表示される血流情報としては、血流の速度、分散、
パワー等がある。この血流情報は、２値化情報として得られる。
【００４４】
　より具体的に説明すると、ＣＦＭ処理部４３は、位相検波回路、ＭＴＩ（Ｍｏｖｉｎｇ
　Ｔａｒｇｅｔ　Ｉｎｄｅｃａｔｉｏｎ）フィルタ、自己相関器、流速・分散演算器など
を含んで構成される。ＣＦＭ処理部４３は、生体組織の形態が反映された形態信号と、血
流が反映された血流信号とをハイパスフィルタ処理（ＭＴＩフィルタ処理）で分離し、自
己相関処理により血流の速度、分散、パワー等の血流情報を複数の位置について求める。
また、形態信号を低減するための非線形処理などを実施することもある。
【００４５】
［画像処理部］
　画像処理部５は、信号処理部４により生成されたデータに基づく各種の画像処理を行う
。たとえば、画像処理部５は、ＤＳＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
）を有し、信号処理部４により生成された超音波走査に同期したデータを、表示用のデー
タ（テレビ走査方式のデータ）に変換する処理、すなわちスキャンコンバージョン処理を
実行する。
【００４６】
　また、画像処理部５には、以下に説明するボリュームデータ生成部５１とＭＰＲ処理部
５２が設けられている。
【００４７】
〔ボリュームデータ生成部〕
　ボリュームデータ生成部５１は、複数のスキャン面について超音波ビームの走査が行わ
れたときに信号処理部４のＢモード処理部４１により生成される各スキャン面の画像デー
タ（スタックデータ）に補間処理を施して、ボリュームデータ（ボクセルデータ）を生成
する。ボリュームデータ生成部５１は、たとえばＤＳＣやマイクロプロセッサ等を含んで
構成される。
【００４８】
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　なお、ボリュームデータに基づく擬似的な３次元画像を表示させる場合、画像処理部５
は、このボリュームデータに対してボリュームレンダリング処理やＭＩＰ（Ｍａｘｍｕｍ
　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）処理などを施して表示用の画像データを
生成する。制御部９は、この表示用の画像データを表示部８１に送信して擬似的な３次元
画像を表示させる。
【００４９】
〔ＭＰＲ処理部〕
　ＭＰＲ（ＭｕｌｔｉＰｌａｎｎａｒ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）処理部５２は、
ボリュームデータ生成部５１によって生成されたボリュームデータに基づいて断面変換処
理を実行することにより、任意の断面における断層画像（ＭＰＲ画像）の画像データを生
成する。ＭＰＲ処理部５２は、たとえばＤＳＣやマイクロプロセッサ等を含んで構成され
る。
【００５０】
　なお、超音波プローブ２、送受信部３、信号処理部４及び画像処理部５は、被検体内の
形態を反映するデータ（エコー信号）を検出し、このデータに基づいて医用画像の画像デ
ータを生成するように作用するものであり、この発明の「画像データ生成手段」の一例に
相当する。
【００５１】
［演算処理部］
　演算処理部６は、Ｂモード画像やＭＰＲ画像などの医用画像の画像データに基づいて、
各種の演算処理を行う。演算処理部６には、特に計測処理部６１が設けられている。
【００５２】
〔計測処理部〕
　計測処理部６１は、表示部８１に表示された医用画像における関心領域のサイズを計測
するもので、この発明の「計測手段」の一例として機能する。計測処理部６１が実行する
処理の詳細については後述する。
【００５３】
［使用形態］
　この実施形態に係る超音波診断装置１の使用形態について説明する。図３は、超音波診
断装置１の使用形態の一例を表している。
【００５４】
　まず、検者は、操作部８２を操作して、被検体となる患者（母胎）の患者識別情報と、
当該患者の体内の胎児の週数とを入力する（Ｓ１）。
【００５５】
　ここで、患者識別情報としては、患者氏名や当該医療機関における患者ＩＤなどが入力
される。また、胎児の週数としては、ＬＭＰ（ｌａｓｔ　ｍｅｎｓｔｒｕａｌ　ｐｅｒｉ
ｏｄ；最終月経開始日）などが入力される。制御部９は、必要に応じて、入力された胎児
の週数を標準値情報７２（経時的変化情報）における週数に変換する処理を行う。ステッ
プＳ１で入力された患者識別情報や週数の情報は、制御部９によって記憶部７に記憶され
る。
【００５６】
　制御部９は、ステップＳ１で入力された週数の情報と、記憶部７に記憶された標準値情
報７２とに基づいて、当該週数に対応する標準値（ここではＢＰＤの標準的な値）を特定
する（Ｓ２）。特定された標準値は、当該週数に対応する平均値と許容範囲とを含んでい
るものとする。
【００５７】
　続いて、検者が患者に超音波ゼリーを塗布し、超音波プローブ２を当接させて超音波ス
キャンを行うと、超音波診断装置１は、超音波スキャンにより得られるエコー信号に基づ
いて医用画像の画像データを生成し、この画像データに基づいて医用画像を表示部８１に
表示させる（Ｓ３）。患者は、超音波プローブ２を当てる位置や当て方を適宜に調節して
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、胎児の所望の部位（たとえば頭部）を含む医用画像を表示部８１に表示させる。
【００５８】
　次に、検者は、所定の計測開始を指示する（Ｓ４）。この計測開始の指示は、操作部８
２の計測開始ボタンを押下することや、表示部８１に表示画面上に設けられた計測開始キ
ーをクリックすることにより行う。
【００５９】
　なお、この使用形態においては、胎児の頭部の断層画像が表示部８１に表示されたもの
とし、この胎児のＢＰＤ（児頭大横径）を計測するものとする。したがって、胎児の頭部
の断層画像（胎児の体軸方向にほぼ直交する方向を断面とする断層画像）が表示部８１に
表示されているものとする。
【００６０】
　制御部９は、計測開始の指示を受けると、表示部８１に表示された医用画像上に計測始
点マークＭ１を表示させる（Ｓ５）。
【００６１】
　図４は、胎児の頭部の断層画像（医用画像；関心領域を示している）Ｇが表示された表
示部８１の表示画面８１Ａに計測始点マークＭ１が表示された状態を表している。制御部
９は、操作部８２（たとえばマウスやトラックボール）に対する操作に応じて、計測始点
マークＭ１の表示位置を移動させるようになっている。なお、図４の符号Ａ、Ｂは、この
医用画像Ｇに基づくＢＰＤの値（＝α）を計測するための線分の端点を表している。
【００６２】
　検者は、操作部８２を操作して、図５に示すように、計測始点マークＭ１を端点Ａ（又
は端点Ｂ）上に移動させて計測始点の位置を決定する（Ｓ６）。この計測始点の位置の決
定は、たとえばマウスのクリック操作などの所定の操作により行うようになっている。
【００６３】
　計測始点の位置が決定されたことを受けて、制御部９は、表示部８１に表示された医用
画像Ｇ上に計測終点マークＭ２を表示させる（Ｓ７）。
【００６４】
　更に、制御部９は、ステップＳ２で特定されたＢＰＤの標準値（平均値及び許容範囲）
に基づいて、当該週数の胎児におけるＢＰＤの標準的なサイズを示す標準サイズ画像αＳ
Ｔ（図６参照）を表示画面８１Ａ上に表示させる（Ｓ８）。
【００６５】
　ステップＳ８における標準サイズ画像αＳＴの表示処理についてより詳しく説明する。
ステップＳ２で得られた標準値は、実空間におけるサイズ（距離）として定義されている
。また、表示画面８１Ａに表示される医用画像Ｇは、従来と同様に、実空間におけるサイ
ズと表示倍率とに応じた表示サイズで表示されている。制御部９は、この表示倍率に基づ
いて、ステップＳ２で得られた標準値に相当する表示サイズを決定し、標準サイズ画像α
ＳＴを表示させる。
【００６６】
　図６に示す標準サイズ画像αＳＴは、ＢＰＤの平均値を示す一対の平均サイズマークα
ＡＶと、ＢＰＤの許容範囲における最小値を示す一対の最小サイズマークαＭＩＮと、最
大値を示す一対の最大サイズマークαＭＡＸとにより構成されている。
【００６７】
　一対の平均サイズマークαＡＶは、ステップＳ２で特定されたＢＰＤの平均値に基づい
て表示され、当該週数の胎児におけるＢＰＤの平均値に相当する表示画面８１Ａ上の距離
（すなわち、図６において平均サイズマークαＡＶ間を結ぶ実線が示す距離）を示してい
る。
【００６８】
　なお、ステップＳ８において、制御部９は、計測始点マークＭ１と計測終点マークＭ２
との中点（第１の中点）の座標を求めるとともに、一対の平均サイズマークαＡＶの間の
中点（第２の中点）の位置を求める。そして、制御部９は、第１の中点と第２の中点とを
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一致させるように、標準サイズ画像αＳＴを表示画面８１Ａ上に表示させるようになって
いる。
【００６９】
　一対の最小サイズマークαＭＩＮは、ステップＳ２で特定された許容範囲におけるＢＰ
Ｄの最小値に基づいて表示され、当該週数の胎児におけるＢＰＤの許容範囲の最小値に相
当する表示画面８１Ａ上の距離を示している。制御部９は、一対の最小サイズマークαＭ
ＩＮの中点を上記第１、第２の中点に一致させるようにして、最小サイズマークαＭＩＮ
を表示させる。
【００７０】
　一対の最大サイズマークαＭＡＸは、ステップＳ２で特定された許容範囲におけるＢＰ
Ｄの最大値に基づいて表示され、当該週数の胎児におけるＢＰＤの許容範囲の最大値に相
当する表示画面８１Ａ上の距離を示している。制御部９は、一対の最大サイズマークαＭ
ＡＸの中点を上記第１、第２の中点に一致させるようにして、最大サイズマークαＭＡＸ
を表示させる。
【００７１】
　なお、図６において、平均サイズマークαＡＶは実線で表示され、最小サイズマークα
ＭＩＮは破線で表示され、最大サイズマークαＭＡＸは点線で表示されているが、実際の
表示画面８１Ａにおけるこれらマークの表示態様は任意である。たとえば、各マークの表
示色を違えてもよいし、マークを形成する線の長さや太さを違えて表示するようにしても
よい。
【００７２】
　さて、計測終点マークＭ２と標準サイズ画像αＳＴが表示画面８１Ａ上に表示されたら
、検者は、ステップＳ６と同様に、操作部８２を操作して計測終点マークＭ２を移動させ
（図７参照）、計測終点マークＭ２を端点Ｂ（又は端点Ａ）上に配置させて計測終点の位
置を決定する（Ｓ９）。
【００７３】
　このように計測終点マークＭ２の位置が移動されるとき、制御部９は、図７に示すよう
に、標準サイズ画像αＳＴの各マークαＡＶ、αＭＩＮ、αＭＡＸの中点（第２の中点）
が第１の中点に常時一致するように、標準サイズ画像αＳＴの各マークαＡＶ、αＭＩＮ
、αＭＡＸを移動させる。すなわち、制御部９は、標準サイズ画像αＳＴの各マークαＡ
Ｖ、αＭＩＮ、αＭＡＸの表示位置を計測終点マークＭ２の表示位置に追従させるように
なっている。
【００７４】
　図８は、ステップＳ９において計測終点マークＭ２が端点Ｂ上に移動された状態を示し
ている。図８においても、標準サイズ画像αＳＴの各マークαＡＶ、αＭＩＮ、αＭＡＸ
は、その中点（第２の中点）が、計測始点マークＭ１（端点Ａ）と計測終点マークＭ２（
端点Ｂ）との間の中点（第１の中点）に一致されるように表示されている。
【００７５】
　制御部９は、計測始点マークＭ１の座標と計測終点マークＭ２の座標を取得して計測処
理部６１に送る。計測処理部６１は、従来と同様に、計測始点マークＭ１及び計測終点マ
ークＭ２の座標（及び表示倍率）に基づいて、計測始点マークＭ１と計測終点マークＭ２
との間の距離を演算する（Ｓ１０）。それにより、端点Ａと端点Ｂとの間の距離、すなわ
ち当該胎児のＢＰＤの値αが得られる。
【００７６】
　このステップＳ１０の演算処理は、たとえば２次元座標系における距離の演算式（三平
方の定理）に基づいて実行することができる。また、表示画面８１Ａ上における画素（ピ
クセル）間の距離が既知である場合には、計測始点マークＭ１と計測終点マークＭ２との
間の画素数をカウントし、そのカウント結果に画素間距離を乗算して端点Ａ、Ｂ間の距離
を求めることもできる。
【００７７】
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　ＢＰＤの計測結果は、制御部９により患者識別情報（ステップＳ１で入力されたもの）
に関連付けられて記憶部７に記憶される。以上で、超音波診断装置１の使用形態の説明を
終了する。
【００７８】
［作用・効果］
　この実施形態に係る超音波診断装置１の作用と効果について説明する。
【００７９】
　まず、超音波診断装置１は、被検体内の形態を反映するデータ（エコー信号）を検出し
、このデータに基づいて医用画像の画像データを生成し、この画像データに基づく医用画
像Ｇを表示し、医用画像Ｇにおける関心領域のサイズ（ＢＰＤ等）を計測する装置である
。更に、超音波診断装置１は、当該関心領域に対応する体内部位のサイズ（ＢＰＤ等）の
標準値を含む標準値情報７２をあらかじめ記憶しており、この標準値に対応する表示画面
８１Ａにおけるサイズを示す標準サイズ画像αＳＴを医用画像とともに表示するように作
用する。
【００８０】
　このような超音波診断装置１によれば、検者は、医用画像とともに表示される標準サイ
ズ画像αＳＴを参照することにより、関心領域に対応する体内部位（計測対象部位）のサ
イズと標準的なサイズとを目視で比較することができるので、計測対象部位のサイズを直
感的に把握することができる。
【００８１】
　また、超音波診断装置１は、標準サイズ画像αＳＴとして、計測対象部位のサイズの平
均値に対応する表示画面８１Ａにおけるサイズを示す平均サイズマークαＡＶを医用画像
とともに表示させるように作用する。
【００８２】
　それにより、検者は、計測対象部位のサイズとその平均的なサイズとを目視で比較する
ことができるので、計測対象部位のサイズを直感的に把握することができる。なお、この
平均サイズマークαＡＶは、この発明の「平均サイズ画像」の一例に相当する。
【００８３】
　また、超音波診断装置１は、標準サイズ画像αＳＴとして、計測対象部位のサイズの許
容範囲に対応する表示画面８１Ａにおける範囲を示す最小サイズマークαＭＩＮと最大サ
イズマークαＭＡＸとを医用画像とともに表示させるように作用する。
【００８４】
　それにより、検者は、計測対象部位のサイズとその許容範囲とを目視で比較することが
できるので、計測対象部位のサイズを直感的に把握することができる。
【００８５】
　また、超音波診断装置１は、被検体の患者情報（胎児の週数の情報等）に対応する体内
部位の標準的なサイズを経時的変化情報（標準値情報７２）に基づいて取得し、この標準
的なサイズを示す標準サイズ画像αＳＴを表示させるように作用する。
【００８６】
　それにより、計測対象部位のサイズの経時的変化の計測（たとえば胎児の発育状態の計
測）において、その計測対象部位のサイズを直感的に把握することができる。
【００８７】
　以上のように、計測対象部位のサイズの直感的把握が可能になることにより、計測作業
を容易に、そして迅速に行うことが可能になるので、計測作業のスループットの向上が期
待される。また、計測作業に熟練していない検者であっても、計測対象部位のサイズを容
易に把握することが可能になる。
【００８８】
［医用画像表示装置について］
　この発明に係る医用画像表示装置は、医用画像を表示する表示手段と、表示された医用
画像における関心領域のサイズを計測する計測手段と、この関心領域に対応する体内部位
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のサイズの標準値をあらかじめ記憶した記憶手段と、この標準値に対応する表示手段の表
示画面におけるサイズを示す標準サイズ画像を医用画像とともに表示手段に表示させる制
御手段とを備えることを特徴としている。
【００８９】
　この医用画像表示装置は、たとえば上記の超音波診断装置１における演算処理部６、記
憶部７、ユーザインターフェイス８及び制御部９を備える装置として構成することができ
る。このとき、ユーザインターフェイス８の表示部８１が「表示手段」の一例に相当し、
演算処理部６の計測処理部６１が「計測手段」の一例に相当し、記憶部７が「記憶手段」
に相当し、制御部９が「制御手段」に相当している。
【００９０】
　この医用画像表示装置は、任意の医用画像処理装置や医用画像データベース（ＰＡＣＳ
（ｐｉｃｔｕｒｅ　ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓ
ｔｅｍ）等）などから医用画像の画像データを受け付けて上記の処理を実行する。この医
用画像表示装置の構成は、たとえば読影用の表示装置（読影ビューア）などに適用するこ
とが可能である。
【００９１】
　このような医用画像表示装置によれば、検者は、上記の超音波診断装置１と同様に、医
用画像とともに表示される標準サイズ画像を参照することにより、関心領域に対応する体
内部位（計測対象部位）のサイズと標準的なサイズとを目視で比較することができるので
、計測対象部位のサイズを直感的に把握することが可能である。
【００９２】
［プログラムについて］
　この発明に係るプログラムは、医用画像を表示する表示手段と、この医用画像における
関心領域に対応する体内部位のサイズの標準値をあらかじめ記憶した記憶手段とを備える
コンピュータを、表示手段に表示された医用画像における関心領域のサイズを計測する計
測手段として機能させるとともに、記憶手段に記憶された標準値に対応する表示手段の表
示画面におけるサイズを示す標準サイズ画像を医用画像とともに表示手段に表示させる制
御手段として機能させるものである。
【００９３】
　このプログラムは、医用画像処理装置や医用画像表示装置等のコンピュータにインスト
ールされて、当該装置に上記の機能、すなわち計測手段としての機能と制御手段としての
機能とをコンピュータに具備させる。
【００９４】
　なお、このプログラムは、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の通信
回線上のサーバに格納されていてもよい。その場合、コンピュータは、このサーバのクラ
イアントとして設けられ、上記の通信回線を通じてプログラムを取得して上記のように機
能することになる。
【００９５】
　このようなプログラムによれば、検者は、医用画像とともに表示される標準サイズ画像
を参照することにより、関心領域に対応する計測対象部位のサイズと標準的なサイズとを
目視で比較することができるので、計測対象部位のサイズを直感的に把握することが可能
である
【００９６】
［変形例］
　以上において説明した実施形態は、この発明を好適に実施するための構成の具体例に過
ぎない。したがって、この発明の要旨の範囲内における任意の変形を適宜に施すことが可
能である。
【００９７】
　なお、以下においては、上記実施形態の超音波診断装置１の変形例を説明しているが、
この発明に係る任意の装置やプログラムについても同様にして変形を施すことができる。
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【００９８】
　図９は、超音波診断装置や医用画像表示装置により表示される表示画面（上記実施形態
の超音波診断装置１にて表示した場合の表示画面）の一例を表している。同図に示す表示
画面８１Ａには、胎児の４つの医用画像（超音波画像）Ｈ、Ｈ１、Ｈ２、Ｈ３が表示され
ている。右下位置に表示されている医用画像Ｈは、ボリュームデータをレンダリングして
得られる胎児の３次元画像である。なお、この医用画像Ｈは、３次元の動画像（４次元画
像等と呼ばれる）であってもよい。
【００９９】
　また、右上位置の医用画像Ｈ１～Ｈ３は、それぞれ、ボリュームデータからＭＰＲ処理
等により得られる断層画像であり、３次元の医用画像Ｈにおける胎児の断面形態を表して
いる。医用画像Ｈ１～Ｈ３は、それぞれが互いに直交する断面位置における断層画像であ
る。
【０１００】
　図１０は、図９の表示画面８１Ａ中の医用画像Ｈ１、Ｈ２（の一部）を関心領域とする
場合における標準サイズ画像の表示態様の一例を表している。医用画像Ｈ１は、胎児の頭
部の横断面（胎児の体軸にほぼ直交する断面）の画像である。また、医用画像Ｈ２は、胎
児の頭部の縦断面（胎児の体軸にほぼ平行な横方向の断面）の画像である。
【０１０１】
　超音波診断装置１の記憶部７の標準値情報７２には、胎児の頭部の横断面及び縦断面に
おける周囲の長さ（横断周囲長、縦断周囲長）についての経時的変化情報がそれぞれあら
かじめ含まれているものとする。また、これらの各経時的変化情報には、横断周囲長と縦
断周囲長の平均値と許容範囲がそれぞれ含まれているものとする。
【０１０２】
　超音波診断装置１は、事前に入力された患者情報（胎児の週数等）に基づいて、この胎
児に対応する平均値と許容範囲を標準値情報７２から特定する。そして、超音波診断装置
１は、図１０に示すような標準サイズ画像を表示画面８１Ａ上に表示する。
【０１０３】
　医用画像Ｈ１について表示される標準サイズ画像は、当該週数における横断周囲長の平
均値を表す楕円形状の平均サイズマークβＡＶ（実線で示す）と、横断周囲長の許容範囲
の最小値を表す楕円形状の最小サイズマークβＭＩＮ（破線で示す）と、最大値を表す楕
円形状の最大サイズマークβＭＡＸ（点線で示す）とを含んでいる。
【０１０４】
　また、医用画像Ｈ２について表示される標準サイズ画像は、当該週数における縦断周囲
長の平均値を表す楕円形状の平均サイズマークγＡＶ（実線で示す）と、縦断周囲長の許
容範囲の最小値を表す楕円形状の最小サイズマークγＭＩＮ（破線で示す）と、最大値を
表す楕円形状の最大サイズマークγＭＡＸ（点線で示す）とを含んでいる。
【０１０５】
　このように、この発明においては、医用画像の様々な表示画面に応じた標準サイズ画像
を適宜に表示させることができる。
【０１０６】
　また、この発明においては、医用画像の関心領域のサイズとして、標準的な面積や体積
を表す標準サイズ画像を表示させることもできる。
【０１０７】
　面積を表す標準サイズ画像の一例を説明する。まず、たとえば胎児の頭部の横断面の面
積についての経時的変化情報等を標準値情報７２にあらかじめ設けておく。それにより、
超音波診断装置１は、事前に入力された患者情報（胎児の週数等）に基づいて、当該胎児
に対応する横断面の面積の平均値や許容範囲を特定することができる。
【０１０８】
　そして、超音波診断装置１は、たとえば図１０に示した楕円形状の平均サイズマーク、
最小サイズマーク、最大サイズマーク等を表示画面８１Ａ上に表示させることができる。



(15) JP 2008-99931 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

このとき、これら楕円形状のマークに囲まれる領域の面積が平均面積、最小面積、最大面
積を示している。また、各平均サイズマーク、最小サイズマーク、最大サイズマーク等の
表示位置や楕円の形状は、長軸と短軸との長さの比に基づいて決定することができる。
【０１０９】
　なお、計測処理部６１は、たとえば、従来のように、医用画像において関心領域に相当
する画像領域内のピクセル数に基づいて、この関心領域の面積を算出するなど、任意の手
法によって関心領域の面積を求めることができる。
【０１１０】
　体積を表す標準サイズ画像の一例を説明する。まず、たとえば胎児の頭部の体積につい
ての経時的変化情報等を標準値情報７２にあらかじめ設けておく。それにより、超音波診
断装置１は、事前に入力された患者情報（胎児の週数等）に基づいて、当該胎児に対応す
る頭部の体積の平均値や許容範囲を特定することができる。
【０１１１】
　そして、超音波診断装置１は、たとえば楕円体からなる標準値情報７２を表示画面８１
Ａ上の医用画像Ｈに重ねて表示させることができる。なお、医用画像Ｈは、ボリュームデ
ータをレンダリングして得られる擬似的な３次元画像である。超音波診断装置１は、楕円
体のボリュームデータに対して、医用画像Ｈと同じ視線方向におけるレンダリング画像を
生成し、このレンダリング画像（楕円体を当該視線方向から見たときの画像）を、平均サ
イズマーク、最小サイズマーク、最大サイズマーク等として医用画像Ｈとともに表示させ
る。これら楕円体形状のマークの内部領域の体積が平均体積、最小体積、最大体積を示す
。
【０１１２】
　なお、計測処理部６１は、たとえば、従来のように、医用画像において関心領域に相当
する画像領域内のピクセル数に基づいて、この関心領域の体積を算出することができる。
また、この関心領域を含む複数の断層画像からこの関心領域のボリュームデータを生成し
、このボリュームデータの体積を算出することにより、この関心領域の体積を求めること
ができる。このように、計測処理部６１は、任意の手法によって関心領域の体積を求める
ことが可能である。
【０１１３】
　また、上記の実施形態では、特定のサイズ（ＢＰＤ）に関する標準サイズ画像を表示す
るようになっているが、複数種類のサイズのうちから所望のサイズを検者が指定できるよ
うにし、その指定されたサイズの標準サイズ画像を表示させるように構成することができ
る。
【０１１４】
　このような構成を実現するための一具体例を説明する。なお、標準値情報７２には、指
定可能な各サイズについての平均値や許容範囲が含まれているものとする。まず、複数種
類のサイズ（たとえばＢＰＤ、ＡＣ、ＡＰＴＤ）を選択的に指定するための画面（サイズ
種類選択画面）を表示する。このサイズ種類選択画面は、たとえば、チェックボックスや
プルダウンメニュー等の任意の選択方式によって所望のサイズを選択できるようになって
いる。超音波診断装置１は、検者が指定したサイズの平均値等（当該胎児に対応するもの
）を標準値情報７２から特定し、その平均値等の標準サイズ画像を医用画像とともに表示
する。
【０１１５】
　また、検者が手作業でサイズの種類を指定する代わりに、サイズの種類を自動的に特定
するように構成することも可能である。たとえば、取得された医用画像を解析して撮影部
の形状を抽出し、あらかじめ記憶された被検体の各種部位（たとえば心臓、肺、胎児の頭
部等）の形状のテンプレートと比較して撮影部位を特定する。そして、この特定された撮
影部位の平均値等を標準値情報７２から特定し、その平均値等の標準サイズ画像を医用画
像とともに表示する。
【図面の簡単な説明】
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【０１１６】
【図１】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の全体
構成の一例を表す概略ブロック図である。
【図２】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態におけ
る超音波のスキャン態様の一例を説明するための概略説明図である。
【図３】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の使用
形態の一例を表すフローチャートである。
【図４】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の使用
形態における表示画面の一例を説明するための概略説明図である。
【図５】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の使用
形態における表示画面の一例を説明するための概略説明図である。
【図６】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の使用
形態における表示画面の一例を説明するための概略説明図である。
【図７】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の使用
形態における表示画面の一例を説明するための概略説明図である。
【図８】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の使用
形態における表示画面の一例を説明するための概略説明図である。
【図９】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の変形
例における表示画面の一例を説明するための概略説明図である。
【図１０】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の変
形例における表示画面の一例を説明するための概略説明図である。
【符号の説明】
【０１１７】
１　超音波診断装置（医用画像診断装置）
２　超音波プローブ
３　送受信部
４　信号処理部
　４１　Ｂモード処理部
　４２　ドプラ処理部
　４３　ＣＦＭ処理部
５　画像処理部
　５１　ボリュームデータ生成部
　５２　ＭＰＲ処理部
６　演算処理部
　６１　計測処理部
７　記憶部
　７１　プログラム
　７２　標準値情報
８　ユーザインターフェイス
　８１　表示部
　　８１Ａ　表示画面
　８２　操作部
９　制御部
Ｐ　スキャン面
Ｇ　医用画像
Ａ、Ｂ　端点
αＳＴ　標準サイズ画像
　αＡＶ　平均サイズマーク
　αＭＩＮ　最小サイズマーク
　αＭＡＸ　最大サイズマーク
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